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 学事保健担当 

入間市教育委員会 令和２年６月 

新型コロナウイルス感染症等発生時  対応マニュアル 

 

 

 

 

感染した 

児童生徒 又は 教職員に 

感染者等が発生した場合の臨時休業等の判断について 

児童生徒 教職員 

【感染本人】 
出席停止 

（学校保健安全法第１９条）

 校長 

１ 状況確認・対応判断 

２ 市教委へ報告 

①感染者の症状 

②児童生徒出席状況・健康状態 

③地域における感染拡大の状況 

○学童 

○保育所園・幼稚園・こども園 

 

【濃厚接触者又は感染が疑われる児童生徒】 

 ・出席停止（学校保健安全法第１９条） 

【感染職員本人】 

 出勤停止（職専免） 

【濃厚接触者又は感染が疑われる職員】

 ・特別休暇（交通遮断休暇） 

感染した 

濃厚接触 

体調不良 

濃厚接触 

体調不良 

担任等 

 ①学級等健康観察 

 ②発熱等体調不良 

  児童生徒への対応 

 ③教室等の消毒 

 

養護教諭 

 ①児童生徒・職員の 

  健康状態把握 

 ②体調不良者への対応 

 教頭 

１ 情報収集 

２ 対応指示 

 

 

 

 

 

 

 

 PTA会長 

 学校医 

 学校薬剤師 

感染者・濃厚接触者のみ出席停止 

（学校保健安全法第１９条） 

出席停止終了日は保健所の判断 

学校の全部 又は 一部の 臨時休業 

（学校保健安全法第２０条） 

臨時休業終了日は市教育委員会の指示 

保健所 

保健担当指導主事 

報告 指示 

指示 報告 

報告 相談 

指示 

指示 

児童生徒の 

心のケア 

県教委 

報告 指示 

【感染拡大地域 保護者不安】 
・校長の判断で出席停止 

臨時休業時 想定されるその他の対応 

①給食 ②教育課程 

③保護者、市民、マスコミからの問合せ 

・濃厚接触者の範囲 

・感染者への支援策 

・施設消毒 


